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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 22 年５月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年６月 
25 日開催予定の第 42 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知

らせいたします。 
 

記 
 
１．定款変更の目的 

（1）当社事業の多様化と今後の事業展開に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業

目的の追加、変更を行うものであります。 

（2）当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の明確化を図るため、平成 18 年６

月に執行役員制度を導入しております。今後の経営環境の変化に迅速に対応するため、

執行役員制度の拡充を図るとともに、取締役会による意思決定機能を更に強化し、現行

定款第 19 条（取締役の員数）に定める取締役の員数を 10 名以内から５名以内に変更す

るものであります。 

 
２．定款変更の内容 

（下線は変更部分を示します。） 
現 行 定 款 変  更  案 
第１章 総  則 

（商号） 

第 1 条     （条文省略） 

（目的） 

第２条  （条文省略） 

１．    （条文省略） 

  ｜ 

  11．    （条文省略） 

第１章 総  則 

（商号） 

第 1 条     （現行通り） 

（目的） 

第２条     （現行通り） 

１．    （現行通り） 

  ｜ 

  11．    （現行通り） 



12． 介護保険法に基づく居宅介護支援

事業及び居宅サービス事業に関す

る業務 

13． 介護保険法に基づく介護予防サー

ビス事業 

14．    （条文省略） 

  ｜ 

  22．    （条文省略） 

（本店の所在地） 

第３条     （条文省略） 

  ｜ 

（議事録） 

第 17 条    （条文省略） 

第４章 取締役及び取締役会 

（取締役会の設置） 

第 18 条    （条文省略） 

（取締役の員数） 

第 19条 当会社の取締役は 10名以内とする。

（取締役の選任） 

第 20 条    （条文省略） 

  ｜ 

（配当金の除斥期間） 

第 48 条    （条文省略） 

12． 介護保険法に基づく居宅介護支援

事業、居宅サービス事業及び地域

密着型サービス事業に関する業務 

  13． 介護保険法に基づく介護予防サー

ビス事業及び地域密着型介護予防

サービス事業に関する業務 

14．    （現行通り） 

  ｜ 

  22．    （現行通り） 

（本店の所在地） 

第３条     （現行通り） 

  ｜ 

（議事録） 

第 17 条    （現行通り） 

第４章 取締役及び取締役会 

（取締役会の設置） 

第 18 条    （現行通り） 

（取締役の員数） 

第 19 条 当会社の取締役は５名以内とする。

（取締役の選任） 

第 20 条    （現行通り） 

  ｜ 

（配当金の除斥期間） 

第 48 条    （現行通り） 

 
 
３．日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成 22 年６月 25 日（金） 
  定款変更の効力発生日        平成 22 年６月 25 日（金） 
 
 

以 上 


